
　卒業の認定に関する方針

　・全ての科目において６０点以上の成績

　・総授業回数の３分の２以上の出席

　・学費の未納がない

　・卒業作品（または卒業作品とみなされる作品）を制作し、作品審査会において合格の判定を受け、　

　　卒業制作展に作品の展示を許可される

　上記条件を満たしたものに対して卒業を認める


